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会議の種類第3回国分寺市教育委員会定例会

会議の日時令和3年3月24日(水)午後2時
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号

会議の出席者

(教育委員会)

教育長

教育長職務代理者

委員

委員

(説明員)

教育部長

教育総務課長

学務課長

学校指導課長

統括指導主事

指導主事

指導主事

社会教育課長

ふるさと文化財課長

ふるさと文化財担当課長

公民館課長兼本多公民館長

図書館課長兼本多図書館長

スポーツ振興課長

(事務局)

書記

書記

傍聴人 2人

古屋真宏

富山謙一

大木桃代

吐 亜希子

佐々木理絵子

大綴みなみ

1

理
善
美
優
二
行
輔
恵
強
徳
人
広
郎

久
弘
大
仲
宏
大
昌
 
明
典
伸
達

瀬
高
島
永
島
村
辺
葉
杉
井
旧
部
村

日
中
富
大
野
渡
千
高
楼
前
戸
木

ノ



〔ぽをときざささのキ旨ち3

午後2時, 教育長は開会を宣言し, 署名委員として3番富山教育長職務代理者,

木委員を指名した。

4番大

cまを言義き金泰のポ言忍〕

・令和3年1月28日開催の令和3年第1回国分寺市教育委員会定例会議事録第1号

・令和3年2月5日開催の令和3年第1回国分寺市教育委員会臨時会議事録第2̶ 1号

・令和3年2月5日開催の令和3年第1回国分寺市教育委員会臨時会議事録第2 2号

〔孝女さ,ぎの幸艮さ〕

教育長改めまして, こんにちは。本日も大変お忙しい中, お集まりいただきましてあ

りがとうございます。桜の花も満開に近づいている大変穏やかな晴天の中, 昨日は中学校,

そして本日は小学校の卒業式が無事終了したと各校から報告がありました。今年の卒業生

については, 1年間新型コロナウィルス感染症対策ということで, 様々な学校行事や宿泊

的行事が中止や制限される中でありましたが, 本当にそれぞれの学校のリーダーとして,

できることを確実にやっていただいたということで, 感謝しかないと思っております。何

ができなかったというよりも, 多くのことが学べた記憧に残る1年間だったことを心に刻

んでいただいて, これからさらに飛躍していただければと思っております。

保護者や地域の皆様方, 多くの方に支えられた教育活動1年間を無事終了しということ

に, 教育委員会としても改めて感謝を申し上げたいと思っております。ありがとうござい

ました。

なお, 本日, 藤井委員につきましては, 1年以上前から福島の支援の予定が入っていた

ということで, 御欠席となりました。おそらく今頃, 福島に行かれて様々な支援活動をさ

れているのかなと思っております。

c言義ぎ二

教育長では, 早速日程第4,議事に移らせていただきます。

まず, 1つ目の議案第8号につきましては, 人事に関する案件でございますので, この

後, 同様に人事に関わるような案件も含まれております。12番, 13番, 議案第19号, 第20

号と併せて秘密会で審議させていただきたいと思います。そのことについて後ほど御提案

させていただきますので, 後に回すということでよろしいでしよう力、。

2議案第9号国分寺市教育委員会の権限に属ずる事務の一部委任に関する規則の一

部を改正する規則について<教育長提出>

(議案の内容)

国分寺市プレイステーション事業を子ども家庭部に移管するため, 国分寺市教育委員会

の権限に属する事務の一部委任に関する規則(平成27年教委規則第8号)の一部を改正す

る必要がある。

3議案第10号国分寺市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について<

教育長提出>

(議案の内容)

国分寺市プレイステーション事業をモども家庭部に移管するため, 国分寺市教育委員会
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事務局処務規則(昭和34年教委規則第1号)の一部を改正する必要がある。

4議案第11号国分寺市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について<教

育長提出>

(議案の内容)

国分寺市プレイステーション事業を子ども家庭部に移管するため, 国分寺市教育委員会

事務決裁規程(平成5年教委訓令第3号)の一部を改正する必要がある。

(議案の説明)

教育総務課長議案第9号, 議案第10号, 議案第11号につきまして御説明をさせていた

だきます。こちらにつきましては, 国分寺市プレイステーション事業を市長部局へ移管す

るため, 「教育委員会」を「市長jに変更した国分寺市プレイステーション条例の一部改

正について, 1月の教育委員会定例会にて可決していただきました。その後, 3月22日の

市議会本会議におきましても可決されてございます。関連する規則, 規程の一部改正とな

るものでございます。そちらについて御説明をさせていただきます。

まず, 議案第9号, 国分寺市教育委員会の権限に属する事務の一部委任に関する規則の

一部を改正する規則について御説明いたします。1枚おめくりいただきまして, 新旧対照

まをお願いいたします。国分寺市教育委員会の権限に属する事務の一部委任する受任者と

委任事務にっいて, 第2条関係, こちら別表でございます。教育委員会が市の子ども家庭

部長へ委任している青少年に関する事務, こちらの委任事務から除いているプレイステー

ションに関することを削除するとともに, 箇条書きに整理させていただきました。

続きまして, 議案第10号になります。1枚おめくりいただきまして, 新旧対照表をお願

いいたします。条例第4条関係事務局の部, 課, 係の分掌事務の一覧でございます。社会

教育課の分掌事務について「プレイステーションjを削除する内容でございます。社会教

育課は担当制でございますので係の表示がないという内容になってございます。

続きまして, 議案第11号, 国分寺市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令にっ

いてというものになります。同じく1枚おめくりいただきまして, 新旧対照表をお願いい

たします。第4条関係, 各課の決裁事案の別表第2になってございます。同じく社会教育

課事務決裁事案につきまして, 「プレイステーション」を削除すろ内容でございます。

こちら3議案とも施行日につきましては, 令和3年4月1日からという内容になってご

ざいます。簡単でございますが, 説明は以上となります。

(意見・質疑の要旨)

教育長ありがとうございます。説明が終わりました。それでは, 議案第9号, 10号,

11号について一括して御意見, 御質問等ございましたら, お願いをいたします。いかがで

しよう力、。よろしいでしよう力ん条例改正に伴う規則等の改正でございます。

議案第9号について, 原案のとおりでよろしいでしよう力、。

(採決)

原案どおリ可決(全員一致)

教育長続きまして, 議案第10号について, 原案のとおりでよろしいでしよう力、。

(採決)
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原案どおり可決(全員一致)

教育長議案第11号について, 原案のとおりでよろしいでしよう力、。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

5議案第12号国分寺市教育委員会会計年度任用職員の採用.勤務時問.報酬等に関

する規則の一部を改正する規則について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

るため, 国分寺市教育委員会会計年度任用職員の採用, 勤務時間, 報酬等に関する規則

(令和元年教委規則第1号)の一部を改正する必要がある。

教育総務課長1枚おめくりいただきまして, 新旧対照表をお願いいたします。第3条

関係, 会計年度任用職員の職の区分及び職名の別表第1でございます。放課後子どもプラ

ン室の事業を社会教育課で運用することとなったことから, 教育委員会にて会計年度任用

職員を任用する必要となり, 職名を追加するという内容でございます。

技術, 経験及び一定の事務処理能力, または技能を必要とする職の区分に「副校長補佐」

の後にございますが, 「放課後子どもプラン運営担当」を, 続きまして, 「事務補助や軽作

業等に従事する職」の区分に[文化財展示施設展示案内解説等業務担当」の後に, 「放課

後子どもプラン運営補助担当」を追加してございます。職名を追加するための表示の仕方

としまして, 1つ前の職名と一緒に表示することになっておりますので, このような新旧

対照表となってございます。こちらにつきまして, 施行日については令和3年4月1日か

らということになってございます。御説明は以上になります。

(意見・質疑の要旨)

大木委員こちら放課後子どもプランの運営担当になりますと, 具体的にはどういった

お仕事が想定されているのかということが1点です。それに伴いまして, この運営担当は

「技術, 経験及び一定の事務処理能力又は技能を必要とする職」とありますが, どういう

点でこのような技術ですと力、, あるいは技能が必要だということの判断をされていらっ

しやいますでしよう力、。

社会教育課長まず, この月額の職員につきましては, 放課後子どもプランという事業

の中で, 現在各10校で実施委員の方たちに運営をしていただいていろところでごさいます：

その運営につきまして, 統括的に補助できるような支援員を設置いたしまして, 各校から

の相談を受けて, 運営のH滑な補助に入るための職員を配置したいと考えてございます。

また, 事務補助員にっきましては, 保育士や教員等の資格を持った者が, 学童保育所と

同様の能力を持った職員が, 放課後子どもブランの補助職員として一緒に入ることによっ

て, 円滑な運営に寄与していただきたいということで, 資格を設けさせていただきました

大木委員そういう内容であれば, 十分に資格なども必要ですし, この放課後子どもプ

ランに関しましてはいろいろと各校で御心配や御相談なさりたいということも多々あった

と伺っておりますので, しっかりとそのような方をこのような形で位置づけていただける

と, 各校も安心されるのではないかと思います。ありがとうございます。
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教育長ちなみに何人ぐらいの配置の予定です力、。

社会教育課長月額の会計年度任用職員につきましては, 1人配置をさせていただきた

いと思っております。それから, 事務補助員といたしましては各校2人を入れまして, 1

週間5日の間の勤務を賄うように, 今計画を立てているところでございます。

教育長新たな配置ということですので, ぜひ有効に活用していただいて, 円滑に事業

が進むようによろしくお願い申します。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

6議案第13号国分寺市立学校学校医.学校歯科医及び学校藥剤師の委嘱について<

教育長提出>

(議案の内容と説明)

任期満了に伴い, 国分寺市立学校学校医, 学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱及び職務に

関する規則(平成11年教委規則第2号)第2条第1項の規定に基づき, 学校医, 学校歯科

医及び学校薬剤師を委嘱する必要がある。

学務課長学校医にっきましては, 国分寺市立学校学校医, 学校歯科医及び学校薬剤師

の委嘱及び職務に関すろ規則第2条におきまして, 任期を2年と定めさせていただいてお

ります。この2年の任期の満了に伴いまして, 新たに委嘱をする必要があるために御提案

をさせていただくものとなります。

2ぺージをご覧ください。委嘱に当たりましては, 国分寺市医師会, 国分寺市歯科医師

会, 国分寺市薬剤師会からの推薦をいただいての提案となってございます。こちらの候捕

者一覧が今回提案をさせていただく先生方となります。名前の前に星印がついている方,

こちらが前年度からの変更があった方となります。御審議のほどよろしくお願レ、いたしま

す。

(意見・質疑の要旨)

教育長学校薬剤師が比較的たくさんの方が新たな方ですが, これは何か理由があるの

ですか。御推薦でこうなったということでしよう力、。

学務課長こちらにつきましても, 特段大きな理由というのは伺ってございませんが,

薬剤師会からの推薦で, こちらの皆さんに引き受けていただいたことになります。

教育長ありがとうございます。そのほかの学校医, 学校歯科医等は比較的変更は少な

かったような気がするのですが, その点についてはいかがですか。

学務課長こちらにつきましては, 学校, 国分寺市医師会ともお話をさせていただいた

中で, コロナ禍での学校運営ということで, 昨年度の状況がよくわかった者がそのまま学

校医になったほうがいいのではないかということで, 極力変更がないような体制を整えて

いるとお話を伺っております。

教育長大変ありがたいことだと思います。こういう状況の中では, できるだけ子ども

たちの実態を把握していただいている先生方にお願いできたらという願いです。大変あり

がたいことだと思います。

(採決)
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原案どおり可決(全員一致)

7議案第14号国分寺市立中学校給食の実施に関する規則及び国分寺市立小学校給食

の実施に関する規則の一部を改正する規則について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

令和3年4月1日からの学校給食用牛乳供給価格の引上げに伴い, 国分寺市立中学校給

食の実施に関する規則(平成19年教委規則第11号)及び国分寺市立小学校給食の実施に関

する規則(平成21年教委規則第5号)の一部を改正する必要がある。

学務課長1枚おめくりください。まず最初に新旧対照表, こちら中学校のものとなり

ますが, こちらを御確認、お願いいたします。牛乳代につきましては, 東京都の教育委員会

が東京都全体として決定をしてございます。今回, 令和3年度の牛乳代につきまして通知

がありまして, 今回の御提案をさせていただいております。牛乳代につきましては1本に

つき1円増とさせていただいています。完全給食は牛乳代と外注給食の合計額となります。

外注給食費の変更はございませんので1円増という形になってございます。

次に, こちらの裏をまた御確認ください。こちらにつきましては小学校給食の実施に関

する規則の新旧対照表となります。内容としましては, 同様に牛乳代の増額となります。

月額の計算につきましては, 年間の上昇分を実施月数であります11か月で割った金額と

なってございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

(意見・質疑の要旨)

教育長牛乳代の値上げによる値上げといいますか, 1食分当たり1円の値上がりとい

うことだと思いますが, よろしいでしよう力ん

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

8議案第15号国分寺市社会教育委員の会議への諮問について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項第2号の規定により, 多様な学びの

手法から生まれる新しい社会教育について諮問をするため, 必要がある。

社会教育課長裏面をご覧ください。今年度の市の社会教育にっいては, 社会教育施設

である公民館や図書館, その他の施設においても, 新型コロナウィルス感染症拡大に伴い,

長期間にわたり臨時休館を余儀なくされました。このことに伴い, 学びたい方々の行動で

集まること自体に制限が生まれ, これまでの手法での社会教育の椎進が難しくなる状況に

なっておりました。このような状況の中で, 今までのように集まって学ぶ等対面方式から

リモートやオンラインで, 人と人が接することがない感染の拡大を防止する形式で, 会議

や講義などの取組が推奨されるようになりました。

社会教育の分野においては, 実体験を通して学ぶことや, 人と人との学び合いや, つな

がりを生み出すことや, 学んだ成果を社会に生かしていくことが大切であることから, 全

てを非接触形式に置き換えることができない学びがあります。インターネット環境があれ

ば, どこからでも参加できるオンライン講座等で, より多くの多様な人々に学習の機会を

開くことにつながります。また, オンラインと対面方式を組み合わせることで, 新たな学
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びやつながりを生み出すことも考えられます。 .

これからは学びの目的や対象によって, 様々な手法を用いて柔軟に対応できるようにな

ることが求められ, 新しい社会教育の形式がなされていくものと考えております。

っきましては, 多様な学びの手法から生まれる新しい社会教育について, 社会教育委員

の会議に御意見を伺いたく, 諮問したいというものでございます。

なお, こちらには記載はございませんが, 答申は令和3年度の後期事業や予算編成に活

用したいと考えておりますので, 令和3年9月を目途にお願いしたいと考えてございます。

御審議のほどよろしくお願レ、申し上げます。

(意見..質疑の要旨)

富山教育長職務代理者この新型コロナウィルス感染症の後どうなっていくのかと考え

たときに, もとには戻らない, 学びの形態がもとには戻せない。オンラインの良さもあろ

し, かといって基本は対面同士で関係をつくりながらというのが主軸になるとは思うので

すが, どう変えていけばいいかというのは, 国分寺にとっては最大の社会教育の課題では

ないかと思うのです。その中で, どういうものが可能なのかという部分について, それぞ

れの専門の方たちの御意見をまとめていただいて, ぜひこれはいただきたいなという気持

ちで今いっばいなのですね。

9月までという非常に短い時間の中で, その大きな課題をまとめ上げるのは非常に厳し

い部分があろうかと思いますが, ぜひ御努力いただいて答申をいただきたいなと, そう

思っています。

社会教育課長今年度の社会教育委員の会議の中では, 1つの研究といたしまして, 今

までなかなか集まれないということや, 社会教育委員の会議におきましても, リモートで

会議を後半続けてまいりました。そのようなところから, 研究はこれから新たにというよ

りは, 今までの話し合った中から取りまとめをしながら, 新しい社会教育について研究を

していただけるように, 私からもお伝えしたいと思います。

教育長よろしくお願いいたします。

富山教育長職務代理者特にオンラインの良さもあるので, 講師の方が例えば外国にい

らっしやったりですね, あるいは九州や北海道の講師を呼んでいろいろやりたいといった

時に, 来ていただくのは大変難しいですが, オンラインで行うとチャットで意見交換もで

きますし, これからオンラインの可能性はかなりあると思うのです。それを有効に使いな

がら, しかし, 対面が基本ですので, 新たな手法が出てくると, 非常に市民のニーズに

合った社会教育が展開されるのではないかなと, 期待があるのですね。よろしくお願いし

ます。

教育長よろしくお願いします。

仕委員令和3年9月を目途にということですと, あと約半年ということで, 私も期間

が短いのではないかなと心配になったのですが, これまでの蓄積がおありということです

ので, その点は大丈夫なのかなということは思いました。とは言いましても, この新型コ

ロナウィルス感染症対策で人との接触を避けなければいけないという特殊な環境の中で,

手探りでしていることが多いこの1年間だったと思いますので, まだなかなか蓄積といっ

ても途上の部分もあるのかなと椎察しております。

諮問事項が, 「多様な学びの手法から生まれる新しい社会教育について」と, ややもす

ると抽象的な内容になるような印象を受けますので, まだ手探りなので, その答申自体も
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抽象的なままでまだ少し中途ですという感じでいただいてしまうと, せっかくの諮問, 答

申の機会が生かされないのはもったいないと思いますので, もしこの9月で不十分でした

ら, ぜひとも, 第2次, 第3次と諮問をしていただいて, 具体例やこのようなことをやっ

てみて良かったというようなイメージが, 体験するほうもイメージが湧くような具体的で,

こういうことならば名前のとおり新しい社会教育として一歩違う世界に踏み出すのだとレ、

う, 希望を持った答申をいただけるといいなと期待を込めていました。以上です。

社会教育課長ありがとうございました。社会教育委員の方々も手探りの部分が今もご

ざいまして, どこがゴールかというのは, まだ落ちどころがはっきりとは見えないところ

でございますので, 今いただきました御助言をもとに, 社会教育委員にもお伝えし, でき

るだけ何か具体例が入ると力、, 具現化できるような方向での諮問まで目指してまいりたい

と考えます。ありがとうございました。

大木委員私も同じ意見でした。

教育長ありがとうございます。それでは, 今いただいた意見をぜひ委員の皆様方にも

お伝えする中で, この内容について諮問をさせていただきたいと思っています。

私からは特にコロナ禍というだけではなくて, これまでも図書館や公民館に行けずに,

学ぶ機会が少し制限されていたという方々がいらっしやると思うのです。障害をお持ちの

方と力、, 御高齢の方とか, あるいは子育て中の方と力、, そういう方々にも学ぶ機会が広

がっていくような, 誰もが学び続けられるようなそんな新しい社会教育を目指すための手

法を, ぜひ具体的に御提案いただけたらありがたいなと思いますので, その点も含めてお

伝えをいただけたらと思いますので, よろしくお願いいたします。

社会教育課長1点だけ訂正させていただきます。私, 先ほど, 令和3年度の後期事業

というお話と予算編成という話がありましたが, 予算編成は令和4年度の予算ということ

でございます。よろしくお願いいたします。

教育長令和4年度の予算編成に生かせるようにということで, 令和3年, 本年の9月

をめどに答申をいただきたいという内容です。では, 訂正をさせていただきます。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

9議案第16号国分寺市重要文化財の指定について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

国分寺市重要文化財の指定について, 国分寺市文化財の保存と活用に閲する条例(平成

22年条例第24号)第6条第1項の規定により決定するため, 必要がある。

ふるさと文化財課長恐れ入ります。次ぺージをおめくりいただきたいと思います。参

考資料といたしまして, 1ページから8ページまででございますが, まずは5ページをご

覧ください。8ページまでは国分寺市文化財保護審議会会長から教育長に宛てました, 国

分寺市重要文化財の指定についての答申となります。ほどお目通しをいただければと思い

ます。こちらは令和2年10月22日開催の教育委員会におきまして, 国分寺市重要文化財の

指定について, 文化財保護審議会への諮問について御審議をいただきまして, 令和2年11

月12日付で諮問を行ってきたものでございます。

文化財保護審議会において, 現地視察を含めまして2回にわたり慎重に御審譲をいただ

き, 2月26日に答申をいただいたものでございます。
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恐れ入ります, お戻りいただきまして議案最初のぺージの裏面をご覧をいただきたいと

思います。今圓, 新たに指定するものは1件となります。指定第31号, 国分寺市の重要文

化財の区分といたしましては, 国分寺市重要有形民俗文化財になります。文化財の名称及

び員数は, 本多ノぐ幡神社神奥1基となります。

文化財の特徵を示す事項, かいつまんで申し上げますと, こちらは神與本体, 担ぎ棒合

わせて280キログラムございまして, 正面, 側面とともに幅が122センチ, 高さ力q73セン

チとなっております。こちらは参考資料1ぺージにございます写真のとおりということに

なります。こちらは文政3年, 1820年製という記録伝承がありますが, 明治32年と昭和51

年の2回にわたって大修繕が行われてレ、るものでございます。現在の神奥をご覧をいただ

けれぱと思っております。

また, もとにお戻りいただきまして(4)の所有者, こちらは宗教法人八幡神社となっ

ております。

(5), (6), (7)に関しましては, お目通しをいただければと思っております。

右の(8), こちらの指定理由をご覧をいただきたいと思います。こちらは現在の多摩

市の小野神社にございましたこの神與は, 小野神社の官司家に伝わる近世文書によります

と, 先ほど申し上げました文政3年に建造されたと記録がございます。祭礼神與として使

われていたこの御神奥は, 昭和10年に小野神社が新しい御神與を製作した年に, 本多八幡

神社に譲渡をされています。

参考資料の2ページの上に文政3年につくられましたというような古文書と, 下には本

多A幡神社にございます, こちら昭和11年に譲渡を受け, その後, 昭和51年に大修理をし

たこの本多八幡神社の御神奥の由来が記されたものでござレ、ます。

また, 3ベージの写真のように, 譲渡後も本多八幡神社の秋季祭礼における神與として,

地区内を渡御して現在に至っているということでございます。二度の修理によってもとの

形は把握できませんが, 記録や伝承による使用年数は200年となり, 非常に歴史のあるも

のと言えます。

ちなみに, 参考資料の4ページには, 不鮮明ではございますが昭和49年頃の大修理前の

御神與の写真を参考で載せておりますので, お目通しをいただければと思います。北多摩

地区では, 地域では最上級の神與と考えられまして, 現役の神與として今日まで使用され

ていることから, 市内における民俗を示す資料として価値が高く , 権定をし, 保護を図る

必要があると指定の決定をさせていただいております。御審議のほどよろしくお願いいた

します。

(意見・質疑の要旨) �

教育長この神與につきましては, 前回の諮問の際に併せて御説明を差し上げていると

いう状況でございますので, よろしくお願いいたします。いかがでしよう力、。

富山教育長職務代理者文化財として, ここで指定されることになるというのは大変よ

いことだなと喜んでいます。特に私はこの神與は今御説明ありましたとおり, 200年とい

うそのときに毎年毎年人々に尊敬され親しまれて, 飾っておいたものではないのですよね

毎年毎年そういう大事なものとして, お祭りの主役と言っていいでしようね。それを200

年間毎年毎年, 不具合のところはどこかにあったかもしれませんけれども, 少なくともそ

うやって継続されて今にあるというものである。200年という歴史の古さ。それから御神

與の上に鳳風ではなくて鳳龍ですよね。珍しいといえば珍しいのですが, 大国魂神社の六
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社の, 6つの神與のうちの1つが宝珠なのですよね。一般的には鳳凰ですけれども, 宝珠

というのもなくはないのですが非常に珍しい形で, これも希少価値が大変あろのかなと思

いますし, それから, この例大祭が毎年行われろわけですが, 六社が全部この御旅所に行

くのですが, 一官神社から御旅所に向って今度は渡御するということもずっと行ってきた

という, 大きなお祭りのストーリーの一翼をきちっと長く担っていたという背景を見ると,

非常に大事なもので, 今後もまた200年以上地域の人, 国分寺で愛されて, そしてそうい

うお祭りの主役として使われ, 親しまれていって, 尊敬されていくというのが大変大事な

もので, ここで国分寺の文化財として指定されることは, 大変よいことと思っています。

以上です。

大木委員今, 富山教育長職務代理者がおっしやいましたように, 大変素晴しい歴史あ

ろ御神奥が今回, 市の需要文化財として指定されるということは, 非常に素晴しいことだ

と思っております。

1つお伺いいたしたいのが, 今まで本多A幡神社の祭礼における御神奥として使われて

いたということですけれども, 市の重要文化財に指定されたということで, 今後何か使用

できなくなると力、, あるいはこのように保護しなければいけないと力、, 縛りとレ、いますか,

制限が出てしまうのかということを伺わせてください。

ふるさと文化財課長特にこの指定を受けたからといって使用できないということはご

ざいません。今後, また修理があったような場合には, 文化財の保存事業ということで,

所有者の方との相談を行った上で進めていくことになると思いますが, 修理ェ事などを行

うためには, 補助対象経費の50%以内の額として, 予算の範囲内ではございますけれども,

市より捕助金が交付されるということになっております。そのような形でまた保存をして

いきたいと思っているところでございます。

大木委員ありがとうございます。実際に使用されるということがとても重要な位置づ

けになっているかと思いましたので, 大変安心いたしました。今後, 市の重要文化財とし

ての保護と, そして皆様に尊敬され, 親しまれる御神與としての両方の役割を担っていく

ことができますよう, ぜひ今後も御尽力いただければと思います。ありがとうございます。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

10議案第17号国分寺市教育委員会所有16ミリ発声映写機使用規則を廃止する規則に

ついて<教育長提出>

(議案の内容と説明)

16ミリ発声映写機の申込実態がない等の状況を鑑み, 廃止する必要がある。

公民館課長兼本多公民館長このことにつきまして, 以前は公民館全館に配置されてい

た16ミリ発声映写機につきまして, 現在は故障をしても部品がないために修繕ができない

状況となっています。使用できろ16ミリ発声映写機につきましては, 恋ケ僅公民館に集め

て毎年点検をして公民館の事業で使用しております。参考資料として添付しております現

在の規則につきまして, 16ミリの発声映写機の使用について定めておりますけれども, 市

民からの使用申込みはなく, 現状としては貸出しの実態はありません。故障をすると修繕

ができないため, 貴重な備品となっており, 今後も公民館の公民館事業で大切に使用して

いきたいと考えています。説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたしま
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す。

(意見・質疑の要旨)

仕委員市民からの申込みがない状態が続いていたということですけれども, どのぐら

い長い間申込みがなかったということでしよう力、。

公民館課長兼本多公民館長20年ぐらいはないと思います。

仕委員では市民からの利用の二ーズはもうないという御判断は正当なものかなと思い

ます。ただ, この規則を廃止したことで, 市が所有している16ミリ発声映写機自体を使わ

ないということではなく, 説明にあったように今後公民館事業ではお使いになるというこ

とですよね。

公民館課長兼本多公民館長現在も, 今年度は新型コロナウィルス感染症の関係ででき

ていないのですが, シネマ恋ケ窒ということで, 16ミリのカチヤカチヤという音ですか。

あれがいいという方がいますので, それにつきましては市でしっかりと整備をしながら,

大事に使用していきたいと考えています。

仕委員よくわかりました。今後は, 一股の市民の方の利用ニーズに応えるということ

ではなく , 市としてそのような古き良き物を愛好する方々へのニーズに応えるという形で,

市でしっかり修理を重ねながら, 保管, 現状を維持していただければと思います。ありが

とうございます。

公民館課長兼本多公民館長よろしくお願いいたします。

教育長いかがでしようか。よろしいでしよう力、。ぜひまだまだ愛されている方がいま

すので, 本当に丁寧に使っていっていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

11議案第18号国分寺市学校教職員労働安全衛生管理規則の制定について<教育長提

出>

(議案の内容と説明)

市立学校に勤務する教職員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促

進するため, 新たに規則を制定する必要があろ。

学校指導課長本市には, 常時10人以上50人末満の職場についての要綱はありましたが,

来年度より常時50人以上の職場ができることから, 市立学校に勤務する教職員の安全と健

康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため, これまでの要綱を整備し,

新たに規則を制定する必要があるためです。

それでは, めくっていただいて, 資料「国分寺市学校教職員労働安全衛生管理規則」を

ご覧ください。1ページの第1章, 総則では, 労働安全衛生法の規定に基づき, 本規則の

趣旨を定めるとともに, 用語の意義について定めております。

第2章以降につきましては, 学校規模に応じて関係する章が違いますので, 分けて説明

をさせていただきます。

労働安全衛生法では, 常時50人以上の職場か常時10人以上50人未満の職場であるかに

よって取組が異なります。本市においては常時50人以上になろのが第四小学校のみで, 常

時10人以上50人末満の学校がそれ以外の14校となります。まず, 常時50人以上の職場につ
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いて関係のある章から御説明をさせていただきます。

まず1ページの下方から始まります第2章, 「衛生管理者」についてご覧ください。第

3条では学校ごとに衛生管理者を置くことと, 国分寺市教育委員会が選任することを定め

ております。それに続く第4条から第6条には, その職務, 権限, 任期が定められており

ます。

続いて, めくっていただいて4ページ上方になります。第4章「学校産業医jをご覧く

ださい。第11条では, 常時50人以上の職場には学校産業医を置くことを定めています。そ

れに続く第12条から16条にはその職務, 権限, 任期, 身分そして守秘義務が定められてお

ります。

続いて, 6ページ上方をご覧ください。第5章「衛生委員会」になります。第17条では

常時50人以上の職場に衛生委員会を設置することを定めております。第18条から第23条に

は, 衛生委員会の調査審議事項, 組織, 議長, そして招集, 定足数, 意見の聴取等が定め

られております。

最後に, 常時10人以上50人未満の職場についての関係あろ章, こちらについて御説明を

させていただきます。戻っていただきまして3ページ, 上方になります。第3章「衛生推

進者」をご覧ください。第7条では学校ごとに衛生推進者を置くことと, 国分寺市教育委

員会が選任することを定めています。それに続〈第8条から第10条には, その氏名の周知,

職務並びに任期, こちらが定められてございます。説明は以上となります。御審議のほど

よろしくお願いいたします。

(意見・質疑の要旨)

大木委員学校産業医に関しましては, 守秘義務がここに明示してありますけれども,

他の衛生管理者あるいは衛生推進者, それから衛生委員会のメンバー等に関しましては,

この守秘義務の扱いはどのようになっておりますでしよう力、。

学校指導課長まず, 学校産業医以外につきましては, 個別のストレスチュック等の内

容については把握することはございませんので, そういった情報を得るということについ

てはない状況でございます。いわゆる学校の安全衛生に関することでございますので, そ

ういったところでの守秘義務というものは求められないところでございます。けれども,

学校の知り得た情報については当然守秘義務が学校職員にはありますので, そこは対応し

ていることになります。

大木委員承知しました。医師であれば学校医であろうとなかろうと守秘義務が課せら

れるのは当然なのですけれども, 例えば衛生管理者に関しまして(2)で健康に異常があ

る教職員の発見及びその処置に関することですと力、, このような業務を行うということが

ありますので, ストレスチェックなどの結果そのものに関してはご覧にならなくても, 少

し状態が良くないのではないかといったことについて, 発見されるあるいは御相談をお受

けになるということがあると思います。なので, ま然守秘義務を保持されるということは

あると思いますが, 逆に今度は学校というチームの場において, 共有しなくてはいけない

ものもあるでしよう。しかし, それは本人からのインフォームドコンセントを得ないです

るわけにはいかないという, そういうことも出てくると思いますので, こちらの規則に明

示されるかどうかということはまた別といたしまして, その点についてはしっかりと御検

計をいただいておきたいと思います。

学校指導課長貴重な御意見ありがとうございます。その辺につきましては, ぜひこち
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らでも検討した上で, 学校では特に管理職にきちんと周知していきたいと考えています。

教育長ありがとうございます。なお, この規則につきましては国分寺市職員労働安全

衛生管理規則に準拠した形でつくらせていただいているということをつけ加えさせていた

だきたいと思います。

富山教育長職務代理者議案19号, 20号に関わってくろのですが, これが4月1日から

この規則にのっとって学校運営がなされるときに, レ、ろいろ司法の方に伺いますと, お医

者さんの場合にも一定の資格を得た人でないといけないし, それから学校の中においても,

一定の資格を有していないと, 誰でもいいというわけにはなかなか, いずれにしても法令

でいけないとなっていて, 人材を確保するのが大変難しいという話を直接聞いているので

すが, 本市の場合その辺はいかがでしよう力、。人材確保について。

学校指導課長こちら資格につきましては, 特に常時50人以上の職場における衛生管理

者につきましては資格が必要となります。ただ, いわゆる学校におきましては, 養護教諭

は, こちらの資格を持っているという条件になりますので, その点では確保ができるとい

うことになります。

ただ, 今後こういったことについての衛生管理がありますので, 副校長につきましても

資格取得のための研修等を受けたり, 試験を受けたりということについては進めていきた

いと, 促していきたいと考えております。

富山教育長職務代理者ありがとうございます。続けてなのですが, 従来学校には保健

委員会がありました。今回, この衛生委員会を組織するとなると屋上屋を重ねてはいけな

いわけですが, この関速というのは今どのような実態になっているでしよう力、。

学枝指導課長こちらにつきましては, 今回ここで一定整理されましたし, また, 学校

産業医も学校を巡回してまいりますので, ここはちよっと整理しながら役割分担をしてい

きたいと思っております。

富山教育長職務代理者働き方改革ということも当然入るわけですから, そういう中で

は重なるところがあれば重ねてもいいとなっているわけですので, 煩雑にならないような

組織体制をつくることが大事かなと思いますね。

もう1つですが, 50人以上の場合には産業医を設置しなければいけないという義務づけ

がされていまずが, 50人未満の場合には努力目標になっています。15校あって1校が50人

以上となっていて設置されるという, 14校は努力義務だからという形になるのですが, ど

んな形になるのか, もしその辺の制度設計がなされているならばお聞かせくださレ\

学校指尊課長委員のおっしやるとおり, 労働安全衛生法上は実施する必要, 産業医を

設置する必要があるのは常時50人以上ということになりますが, 本市におきましては市立

小中学校全15校, こちらを対象として学校産業医の方には巡回していただくという形を

とっております。

富山教育長職務代理者ありがとうございます。15校で1校が設置義務だけれども, 14

校についても必要に応じて巡回していただくというのは, 大変心強いと思います。よろし

くお願いします。以上です。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

教育長それでは, .で先ほどお話をさせていただきました議案第8号, 国分寺市教
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育委員会管理職職員の人事異動について, また議案第19号, 衛生管理者の選任について及

び議案第20号, 衛生推進者の選任にっいては, 国分寺市教育委員会会議規則第7条に規定

する人事等に関する案件でありますので, 秘密会で御審議をいただきたいと思っておりま
す。

秘密会の開催につきましては, 国分寺市教育委員会会議規則第7条の規定によりまして,

出席委員の3分の2以上の議決を有しますので, 皆様にお諮りをいたします。いかがで
しよう力ん

全委員異議なし。

教育長委員全員の賛成をもって秘密会の開催は可決されました。

国分寺市教育委員会会議規則第8条の規定により, 関係者以外の方は退室をお願いい
たします。なお, 事務局は退室される方々の誘導をお願いいたします。

一秘密会一(午後2時57分～午後3時14分)

14議案第21号学校産業医の選任について<教育長提出>

(議案の内容と説明)

国分寺市学校教職員労働安全衛生管理規則の規定に基づき, 学校産業医を選任する必要

がある。 � �

学校指導課長それでは, おめくりいただきまして令和3年度学校産業医候補者名簿を

ご覧ください。来年度は国分寺市医師会の紹介で国分寺病院理事長であられます高木智国

先生ということであります。説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたし
ます。

(意見・質疑の要旨)

教育長説明が終わりました。御意見, 御質問等ございましたらお願いいたします。よ
ろしいでしよう力、。

高木先生には学校医としてもお力添えをいただいているところでございまして, 今回,

重ねて学校産業医として御協力いただくことになります。よろしくお願いしたいと思いま
す。

それでは, お諮.りいたします。議案第21号, 学校産業医の選任について, 原案のとおり
でよろしいでしよう力、。

(採決)

原案どおり可決(全員一致)

にナ益言義]

1国分寺市スボーツ推進計画後期事業内容の見直しに係る意見について

(議案の内容と説明)

スポーツ振興課長本日はお時間をいただきましてありがとうございます。私, スポー

ツ振興課長をしております木村と申します。よろしくお願いいたします。

それでは, スポーツ椎進計画後期事業内容見直しに係る意見についてということで, お
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願いいたします。

市では, スポーツ推進計画を平成29年3月に策定しまして, 平成29年度から令和6年度

までの8年間を計画期間としております。この令和2年度に前半の4年目が終了すろと

いったところから, 後半の4年間に向けて事業内容の見直しをすることとしてまいりまし

た。

資料番号4の資料をお手元にお願いいたします。資料番号4,こちらの資料は平成29年

3月に策定しました計画の第4章部分を抜枠したものとなっております。各ぺージご覧い

ただくとおわかりになるかと思いますが, 施策ごとに取組の方向性と, そして, 主な取組

が記載されています。しかしながら, この主な取組について, 誰が, どのようにして行う

のかといったところまでは, こちらについては具体的な事業までは記載されていない状態

となっておりました。このたびの事業内容の見直しに当たりましては, この点を明確にす

ることで, 計画の実効性を高めることとして, 今度は資料番号1のとおりに修正をしたい

と考えております。

こちら本日につきましては資料番号1になりますが, こちらの修正案につきまして, 御

意見を賜れればと思ってやってまいりました。この中身に入る前に, 少しこれまでの経過

について説明をさせていただきたいと存じます。

この資料番号1の次に, 資料番号2というものがついております。資料番号1について

は25ページで終わっているのですが, その後, 資料番号2というものが始まります。わか

りにく くて申し訳ないのですが, この資料番号2のタイトルは, 「国分寺市スボーツ推進

計画(平成29年3月)後期事業内容の見直しに向けて(案)」といった内容になっており

ます。こちらの資料なのですが, この後期事業内容を見直すに当たりまして, 前期計画期

間中に取り組んできたことを一度整理しまして, そこから得られた問題点, そして, 昨年

夏に実施いたしました市民意識調査, 本日資料番号3として添付させていただいておりま

すが, こちらの結果を踏まえて後期計画期間重点的に行っていく事項というものを洗い出

す, こういったことで作業を進めてまいりました。

また, この資料番号2の中では, スポーツ推進計画全体の成果目標に対する現時点の到

達点についても総括しまして, 後期計画期間に向けた方向性というものも整理してござい

ます。本日は, それらを踏まえて先ほどの資料番号1になりますが, 後期事業として取り

まとめました。

今度は資料番号1をまたお手元にお願いいたします。こちらの内容について説明をさせ

ていただきます。この後期の車業内容につきましては, ページをおめくりいただきまして,

2ぺージ目の事業番号の1から25ページになりますが, 事業番号80まで, この80事業を設

定しました。この80事業のうち今までの4年間では大きく取り組んでこなかった事業, 今

後4年間で新たに取り組んできた事業が7事業ございます。そこの部分を含めて概要につ

いて説明をさせていただきます。

まずは, 2ぺージ目をお願いいたします。施策1_ (1), ライフステージに応じたス

ポーツ活動の促進としましては, 1番としまして小.中学生を主な対象とする事業が7事

業, 続きまして, 4ページになりますが働き盛り世代を主な対象とすろものが2事業, そ

して高齢者を主な対象とするものが6事業, そして, 6ページ目になりますが全世代を対

象とすろものが10事業となっております。今後の4年間につきましては, 人ェ芝化したけ

やき運動場を効果的に活用していきたいと考えておりまして, 新規事業としましては7

ぺージにあります事業番号19になります。市民けやき運動場一般開放事業といったものを
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設定してございます。定期的また臨時的にけやき運動場を無料開放すろことで, 市民がス

ポーツに親しむ動機づけを図ってまいりたいと考えております。

続きまして, 8ページをお願いいたします。施策1一(2),障害者がスポーツに親し

む機会の充実につきましては, 東京2020大会の共生社会ホストタウンとして, 障害者がス

ポーツに親しむ機会, そして, 市民の障害への理解促進について取り組んでまいります。

7事業を設定しておりますけれども, このうち新規のものとしましては10ぺージをお願い

いたします。番号30, ボッチャ用具貸出事業, そして32,出張ボッチャ体験イベント, こ

ちらを設けました。ボッチヤというスポーツについては, 障害の有無にかかわらず気軽に

楽しめるパラスポーツであることから, 東京2020大会を契機として, 広く市民の皆さんに

体験していただきまして, ボッチヤを通じて障害理解にもつなげていきたいと考えており

ます。

続きまして, 10ぺージをお願いいたします。施策1(3),幼児期からの豊富なス

ポーツ体験の椎進につきましては, 幼児が実隙に体を動かすものとして4事業, そして12

ページになりますけれども, 保護者の意識敦発に係るものとして3事業を設定してござい

ます。そのまま12ページをお願いいたします。施策1_ (4), 地域スポーツ活動の支援

につきましては, 部活動を含む地域スポーツ活動を活性化するものとして, 5事業を設定

いたしました。このうち新規事業といたしましては, 14ベージをお願いいたします。番号

44,スポーツ閲係団体との連携による地城スポーツ活動の活性化を設定いたしました。特

に近隣の大学の部活ですとか, サータルとの連携, また企業内のスポーツサークル等との

連携を深めまして, 中学校の部活動を含む地域スポーツ活動の活性化を図ってまいりたい

と考えております。

そのまま14ページをお願いいたします。施策2̶ (1),快適で安全に配慮した施設整

備につきましては, 3事業を設定しております。体育施設の適切な維持管理, 新型コロナ

ウィルス感染症対策も含めて行ってまいります。また, 隣接市との体育施設の相互利用に

ついても研究.検討を進めてまいります。

15ページをお願いいたします。身近でスポーツができる環境づくりとしては3事業を設

定いたしました。このうち, 新型コロナウィルス感染症によってオンラインレッスンなど

自宅で運動する環境が, 全国的に見ても整ってき.ているところです。市としても, この運

動動画の配信に取り組んでいくこととしまして, 新規事業としましては16ページの番号51

番になります。動画を活用したスポーツ環境の整備, こちらを設定いたしました。市内の

スポーツ関係団体の協力を得まして, 気軽に取り組める運動の動画を撮影, 配信すること

で, 最も身近な場所である自宅でのスポーツ実施につなげてまk、りたいと考えております。

16ページ, 学校と連携したスポーツ機会の充実としましては, 学校体育施設を有効活用

しながら, ポ民のスポーツ環境の充実に取り組むこととしまして, 5事業を設定しており

ます。新規事業としましては, 17ページ, 番号52になります。地域交流を目的とした学校

体育施設個人開放事業として設定しております。現在, 各学校の体育施設, 校庭・体育館

については競技スポーツ団体への貸出しで使われています。この活用については維持しな

がらも, 団体貸出しだけでなくて例えば日時を決めて, 地域住民の方が身近にスポーツを

楽しめろ場所として活用できないか, そこで交流が生まれるような開放ができないかと

いったことで, 検討をしてまいりたいと考えております。

続きまして, 18ページをお願いいたします。施策3̶ (1),スポーツ活動を「支える」

人の創出につきましては3事業を設定しております。ボランティアに係る情報発信, 講習
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会, また登録についても取り組んでまいりたいと考えております。

19ページをお願いいたします。施策3̶ (2),スポーツ指導者の育成では中学校の部

活動や地域スポーツ活動への指導に関わる人材の掘り起こし, また育成を図ることに取り

組むこととして5事業を設定しております。新規事業としましては, 20ページお願いいた

します。番号64,スポーツ指導者講習会等誘致事業といったことで設けております。東京

都体育協会が毎年行っている指導者育成につながる講習会の会場として, ■分寺市の体育

施設を提供しまして, 関心のある市民が参加しやすい環境をつくってまいりたいと考えて

おります。

20ページをお願いいたします。施策3 (3),多様なスポーツ活動の支援につきまし

ては, スポーツ大会に参加する市民アスリートのモチベーションの向上につながる事業と

して4事業, そして, 22ページになりますが, 市に関係のあるトップアスリートを応援す

るものとして4事業を設定してございます。

23ぺージをお願いいたします。施策3 (4),スポーツ情報の充実としましては5事

業を設定しております。また, 最後24ページをお願いいたします。施策3 ̶ (5),ス

ポーツ団体.関係団体.関係機関との速携につきましては, こちらに書いてある3事業を

設定しております。

以上, 新規の7事業も含めまして全80事業, こちらを市の庁内はもとより関係団体とも

連携して進めてまいりたいと考えてございます。本日はこの計画修正(案)について, 御

意見いただきたくお願い申し上げます。以上です。

(意見・質疑の要旨)

教育長ただいまスポーツ振興課長から御説明をいただきました国分寺市スポーツ椎進

計画の後期の部分です。主要施策の修正部分についてぜひ御意見をいただきたいというこ

とでございますので, よろしくお願いいたします。御質問も含めていかがでしよう力、。

大木委員細かいことを言い出したらすごく時間がかかってしまうので, 大枠で教えて

いただきたいのですけれども, 今回のスポーツの定義を, どのように捉えていらっしやる

かということを伺いたいと思います。

なぜかと申しますと, ほとんどは確かに「スポーツ」という言葉が入っているため, 何

らかの体を動かすことというのは理解したのですけれども, 例えば, 39番の公民館事業の

ところでは, 「栄養」「食事」「食育」に関すろ講座を開設し, 適切な食生活をすることの

大切さを学ぶ, となっていて, スポーツの体を動かすということ自体が何も書いていませ

ん。あくまでも今回はスポーツということでの事業なので, このような形で書いてあると

いうことは, 単なる私たちがイメー ジするスポーツ以上の概念をお持ちで提案されたのか

と思いまして, まずはそこを伺わせてください。

スポーツ振興課長御意見ありがとうございます。まず, この計画でのスポーツの定義

になりますが, こちらが平成29年3月に策定した計画書になります。まずは読み上げさせ

ていただきたいと思います。本計画におけるスポーツの定義, 「ルールに基づいて勝敗や

記録を競うスポーツだけではなく, 子どもから高齢者まで障害の有無に関わらず, 全ての

市民が行える健康づくりのためのウオーキングや散歩, ジョギング, サイクリング, 軽体

操など身体を動かすことで楽しむ幅広い運動やレクリェーションスポーツなど, 目的を

持って行う身体活動のすべてをスポーツと捉えます。」という形でございます。

今, 御指摘いただいたとおり, では, この食育といったところが直接スポーツなのか,
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体を動かす定義を満たしているのかというと, 確かにおっしやったとおりで, この食育の

部分については, 直接これが体を動かすといったところとは連動しないところになります。

しかしながら, 特にこちらについては幼児期からのということで, 子どもにとっては体を

動かしながら大きく成長していくといったところで, こちらの食育の観点も非常に大事だ

という形で入れさせていただいたところです。定義とは確かに外れてしまいますが, 趣旨

としてはそういったところでございます。

大木委員私は, この内容自体は非常に大切なことだと理解しておりますので, これを

削除してくださいということではなく , 単純に読んだときにこれはスポーツとどう関係が

あるのかということの疑問が生じました。ですから, おっしやっていることを絡めろよう

な一言を追加していただくほうが, 一般市民として拝見したときに理解しやすいのではな

いかと思いました。

もう1つ伺わせていただきたいのが, 目標の指標です。例えば1番のジュニアサマー野

外活動交流会, あるいは6番のわんばく学校などもそうですが, 参加者の満足度で捉えて

います。こちらを拝見しますと, 佐渡市ならではのスポーツ体験を行うということで, も

ちろんスポーツを行っているということはわかるのですが, この満足度を指標としていい

のか。つまり, この交流会全体という場合であれば, これはスポーツの部分だけでなく,

この事業自体が楽しかった, 満足したということになるので, このマリンスポーツなどだ

けとは違うと思います。わんばく学校でも, 青少年リーダーとしての資質を育てるという

ことで, このプログラム全体として非常に満足度が高いということと, この中のどこのと

ころをスポーツと結びつけるのかわからないのです。スポーツ単独の場合と全体とでは,

その指標をどういうふうにとるのかというところで結果から異なろと思います。

先ほども含めてこれらの事業はとても有効ですしスポーツとも関連しているとても大

切な事業だということは十分理解しています。そのときの目標指標として, 例えば平均の

参加者数とか, そういうのと違って満足度といったときには, スポーツだけをやったもの

に対しての満足度であればそれでいいのですけれども, そうでないものとの複合的なイベ

ントの場合には, 果たしてそれがスポーツ, 今回のこの目標に沿った形での指標になるか

どうかということについて, 今後, 御検討をいただければと思います。

スボーツ振興課長御意見ありがとうございます。確かにおっしやったとおりで, 今,

ここで満足度というのは例えば1番の佐渡市については, 確かに今私たちが考えていた全

体に対する満足度といった形で考えておりました。ここについては, こういった形で指標

としてこれを, 今までも子どもたちを佐渡に連れていきますと, アンケートをとってそこ

で満足度というのを一定図ってはきたのですけれども, 改めてこのスポーツ椎進計画によ

るところ満足度といったところにつレ、ては, もう1回整理させていただきたレ、と思います,

また, わんばく学校につきましても, 社会教育課と共有させていただいて, 進めてまいり

たいと考えます。

大木委員他には, 例えば12番の高齢福祉課の事業と, 75番の健康椎進課の事業につい

てお伺いします。それは高齢者対象ということと, 生活習慣病予防ということなので,

我々世代, あるいはもっと小さい頃から全世代という違いはあると思うのですが, この対

象者以外となると, 介護予防と生活習慣病予防というのは, 位置づけとしてどう違うのか

なと思います。75番の各種講座は情報の充実となっていて, それは各種講座の開催で市民

の健康の保持増進を図る, となっています。12番の高齢福祉課だと, 知識の普及敦発, 講

演会, 教室ということなので, 対象者とやることの基本的な考え方は, 割と似ているので
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はないかなというイメージがあります。それが, 違うところに位置づけられているのは,

概念としてどのように違うのかということを伺いたいと思いまして, 質問をさせていただ

いた次第です。

もし難しいようでしたら, 今すぐでなくて結構です。恐らくいろいろな課から御提案さ

れたもので, これはここがいいとそれぞれの課の御指定で入ったのかもしれませんが, そ

れぞれを照らし合わせていくと, 実は概念的には近いというところがあるはずです。似た

ようなものが, 別々のところに設定されていると, 課と課の連絡がどうなっているのだろ

うと, 一市民としては疑問に思いますので, もう一度御検討いただいて, しっかりと概念

的に構成されるようにお図りいただいたほうがいいかなと思いまして, 御意見申し上げま

した。以上です。 �

スポーツ振興課長こちらの各事業が生まれてくる経過につきましては, それぞれ主要

施策と取組の方向性というものがありまして, それに合致する事業がありますかという形

で聞いて, 今この形でまとめているというのが基本的な流れとなっております。ですので,

もう一度戻って確認はいたします。健康推進課が, どちらかというと情報発信に重きを置

いているのだろうといったところはありますけれども, では, こちらに例えば実技の部分

はどうなのかというところも含めて, 1回確認をして, また, そこら辺を補足する言葉に

ついてはこちらに書き足して整理をしてまいりたいと考えます。

大木委員よろしくお願いします。

仕委員今の大木委員の御指摘と同じ視点なのですけれども, 76番の親子ひろば事務事

業がスボーツ情報の充実のところに入っていて, 34番を見ると体育施設指定管理者による

親子スポーツ教室事業というのがあって, 内容を見ると同じような感じなのかなと思いま

した。最初は, 親子ひろば事務事業は情報の充実なので情報発信だけなのかと思ったので

すが, 内容を見ると2回開催して, 実際に16人ほどの参加があって, 講習会というのをし

たというように読めますので, このあたりは受ける側にしたらどこがしているのかはあま

り大きな問題ではないのかもしれませんが, できれば教えていただいたらと思いました。

関連して, その34番の親子スポーツ教室事業ですが, 令和元年度の実績4教室645人の

御参加に対して, 令和6年度の目標が4教室で2, 248人となっているのですけれども, 同

じ教室数にして3倍以上の参加者増を目指しているということなのですが, 何かここは特

に何か予定があるのでしよう力ん

スポーツ振興課長先ほどのまず1点目の76番の親子ひろば事務事業, こちらについて

は御意見ごもっともなところがありますので, 一度持ち帰らせていただきまして言葉不足

のところは整理する等をしたいと考えます。

もう1つ34番の体育施設指定管理者による親子スポーツ教室事業につきましては, 私ど

も指定管理者制度を導入している関係で, 指定管理者としてはまず国分寺市として活動を

する上で目標設定をします。この目標設定が, こちらは令和6年度が非常に近い形でして

なかなかこの目標に対して令和元年度は満たしていなかったといったところが現状として

あります。ですので, これについてはもともと4教室約2, 000人を集めるといったような

前提で全ての教室事業を組み立てていますので, あとは定員をどれだけしっかり満たせる

働きかけをしていくのかといったところを今後取り組むべき内容として行いまして, 令和

6年度にはこの目標にいけるように進めてまいりたいと, 指定管理者も申しておりますし

私たちもそこについてはしっかり把握をしていきたいと考えます。

仕委員私自身の体験からしても, 子どもが小さい頃に, 親子で体を動かす場が提供さ
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れろというのは, 非常に重要なことだと思いますので, 先ほどの76番の情報提供と実際の

実施と併せてしていただけるのは, 大変意義のあることだと思います。よろしくお願いい

たします。

富山教育長職務代理者もう時間が限られていますので, 手短で。回答は結構です。ス

ポーツをして楽しむということと, 今度はそれが, 学びが循環するという意味で, 一定の

レベルになったならば, 初心者の人に指導ができるというような学びが循環していく。自

分が楽しんで, 技量が高まっていく。それを今度は, その高まって技量をもとにして, 指

導ができるということがある。行き着くところは, 中学校の部活動やあるいは小学校のク

ラブ活動等にその学びが生かせるような, 循環していくような, そういう運営をいろいろ

なところで取り入れていただけるといいかなと。そういう計画で, そういう運営がなされ

るといいなと思っています。着地点は部活動, 大変困っていまして, 指導者が確保できな

いところもあるというのだったら, 一生懸命スポーツを楽しんでいる人たちが, その力量

において部活指導ができるような, そういう運営をしていく。指導者養成講座とまではい

わなくても, 社会貢献できるようなものも, 価値観として入れて運営していただくと, レ、

い結果になるのかなと。もう時間ですので結構ですけれども。

教育長ありがとうございました。短い時間でしたけれども, まだまだたくさんあるか

とは思いますが, もしございましたら後日, 書面等でまたお渡しできるかと思います。私

からも1点, 富山教育長職務代理者のお話があったように, これからの部活動の在り方と

いうのが, 今問われていて, 文科省からも新たな形も示されているようなところもござい

ますので, それと地域スポーツとの関連, またその指導者育成ということで今お話があっ

たようなことも, 今後の国分寺市のスポーツ振興計画をより充実していただいて, お進め

いただけたらありがたいと思っております。

今日は, 協議ということで御意見を, お伝えをさせていただきましたので, それに基づ

いてまた見直しを十分図っていただけたら幸いでございます。ありがとうございました。

c幸辰ま〕

1令和2年度国分寺市教育委員会児童生徒表彰被表彰者一覧について

(事務局からの説明)

教育総務課長報告1, 令和2年度国分寺市教育委員会児童生徒表彰一覧にっいて, 御

説明いたします。2月25日木曜日の教育委員会定例会におきまして, 概要を御報告させて

いただきました。お名前等の個人情報の公開に承諾がとれましたので, 改めて御報告させ

ていただきます。

被表彰者につきましては, 資料1に記載のとおりでございます。小学生5人, 中学生3

人, 団体ゼロとなってございます。今回の表彰事由につきましては, 全員が体育.芸能等

の文化活動において特に優秀な成績を上げたものということになってございます。次回の

発行の教育広報紙に掲載していきたいと考えてございます。表彰式につきましては, 咋年

と同様新型コロナウィルス感染症の拡大防止のために, 今回も中止にさせていただきまし

た。賞状等につきましては, 各学校からお渡しいただくようお願いしてございます。御説

明は以上になります。

(意見・質疑の要旨)

教育長今年も残念ながら表彰式は開催できませんでしたけれども, コロナ禍の中でも
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子どもたちが, 本当に様々な方面で活躍していただいたこと, 嬉しく思っているところで

ございます。また, 来年度も多くの児童生徒を表彰できるように頑張ってほしいと願って

おります。

2寄附の受領について

(事務局からの説明)

教育総務課長寄附の受領について御報告させていただきます。

資料2をお願いいたします。2件ございます。1件目は, 今年度も読売センターの市内

3つの販売所より読売新聞朝夕刊セット3部ずつ, こちら各小中学校に御寄附をいただい

てございます。評価額につきましては237万6, 000円となります。いただいた新聞につきま

しては, 各学校の図書室や様々な場所, こちらに配架させていただきまして, 活用をさせ

ていただいている状況でございます。

2件目になりますが, 同じく読売センターの市内3つの販売所から, こちら小学4年生

から6年生を基本といたしまして, 読売こども新聞を, 中学生用につきましては, 読売中

高生新聞, こちらを御寄附いただきました。新聞を活用した学習に生かしていただきたい

ということで, 各学校の希望調査を実施しまして, 必要枚数を御寄附いただいてございま

す。御報告は以上となります。

(意見・質疑の要旨)

教育長子どもたちも新聞に親しんでいるという状況もありますし, 特に第五小学校は

N I E,新聞を使った教育活動を盛んに行っていて, 咋日も新聞の中に, 五小の子どもの

詩が載っていたり, 記事が載っていたりというので, 新聞にも子どもの名前が, 作品が,

とてもありがたいな, 嬉しいなということでございます。

読売センターから御寄附をいただいたという2点でございます。この点についてはよろ

しいでしよう力、。

3国分寺市特別支援教育推進委員会設置について

(事務局からの説明)

統括指導主事国分寺市特別支援教育椎進委員会設置にっいて, 御報告をいたします。

本委員会は, 現行の第3次国分寺市特別支援教育基本訃画(義務教育)が令和3年度ま

での計画となっているため, その成果と課題を踏まえ, 令和4年度以降の特別支援教育の

支援体制や年次計面等について, 検討する必要があるため設置をするものです。

検討内容につきましては, 現計画の見直しに加え, 特別支援教育の対象児童生徒への支

援に関することなども含め, 広く検討を図ってまいります。組織の委員は紙面のとおりと

なります。市民公募の方や保護者の代表者, 学識経験者や医師, そして学校の先生方等幅

広い立場の方々からの御意見をいただきながら, 検討を進めていく予定でございます。

裏面をご覧ぐださい。本委員会での検討をもとに, 令和4年度からの新しい計画を策定

していくためのスケジュールとなります。計画の策定に当たってはパブリックコメントや

市民説明会等も行い, より多くの皆様の御意見をいただきながら進めていく予定でござい

ます。教育委員会では計画の案ができたところで, 一度御提案をさせていただき, さらに

パブリッタコメントを経た後に, 決定の審議をお願いすることとなります。報告は以上で
す。
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(意見・質疑の要旨)

大木委員このスケジュール表で, 教育委員会の3月, 今は令和2年度ですよね。3月

が計画作成の報告となっているのでけれども, 設置の報告は今お伺いしたのですが, 計画

作成の報告というと私からすると, もう少し何か中身が深L、ものがあるように勘違レ\して
しまうのですが。

統括指導主事申し訳ございません。こちらは今回設置の報告ということでさせていた

だいておりますが, 全体のスケジュールで見たときには, 最後が計画の作成というところ

になっておりますので, この計画の策定に向けてまずは委員会の設置をして, 検討を図っ

てまいりますということでございます。スケジュール表の文言が足りないというところが
ございますが, 申し訳ありませんでした。

大木委員承知いたしました。

教育長意味としてはそのような受け止めをしていただけたらと思います。ほかにいか
がでしよう力、。

では, 私から1点, 今回第4次の国分寺市特別支援教育基本計画の策定を目指してとい

うことになると思うのですが, この計画期間というのは, これまで何年なのか, また, 今

回のことについては何年を予定しているのかということが, もしあれば教えてください。

統括指導主事これまで, 第1次から第3次までについては, 5年間の計画の流れで進

めてまいりました。また, 今度第4次の場合にも, この検討委員会の中でお諮りをした上

で, 想定としては5年間を想定しておりますけれども, そこについても御意見をいただき

ながら検討をしていきたいと考えています。

教育長わかりました。5年間はこれまでやってきたということで, 想定としては5年

間ですが, 様々な御意見をいただく中で, もう少し長期的に見ていこうと力、, あるいはも

う少し短いスバンで見直していく必要があるだろうと力、, そのような点も含めて御検討を

いただけたらありがたいと思います。これまで5年間だったから, また5年間ということ

ではなく, 柔軟な対応をしていただけたらと思いますので, よろしくお願いいたします。

また, できるだけ多くの市民の方から御意見をいただくような, この組織だけではなく

て, いろいろな団体もありますので, 多くの御意見をいただけるような機会も設けたらど

うでしよう力、。その御努力をお願いしたいと思っています。

4令和3年度小.中学校の教育課程について

(事務局からの説明)

野村指導主事令和3年度小.中学校教育課程届の順位について御説明いたします。

小中学校は, 国分寺市立公立学校の管理運営に関する規則に基づき, 次年度の教育課程

として学校の教育目標や, それを達成するための基本方針, 指導の重点等を教育委員会に

届け出ています。資料の表面は各小中学校が届け出た教育課程の内容の一部です。1は,

令和3年度の重点事項であり, 教育目標を達成するための重点を, 第2次国分寺市教育ビ

ジョンを踏まえた上で設定しております。

2の特色ある教育活動は, 重点項目①の人権教育の推進, ②の道徳教育の椎進に閲する

教育活動の具体的な取組を記載しております。また, その他の特色ある教育活動として,

各校が特に注力する教育活動をお示ししております。

裏面には, 通常の学級と特別支援学級の小学校第6学年及び中学校第3学年の年間の授
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業日数や搜業時数を一覧にしています。次年度においては, 中学校において新学習指導要

領が全面実施となります。授業日数は今年度と同程度となり, 授業時数も今年度と大きな

変更はありません。本市においては, 令和3年度も授業時数が適正に確保されております。

学校指導課では各校において, 教育課程が適正に実施され, 各校の取組が充実するように

指導.助言に努めてまいります。御報告は以上です。

(意見・質疑の要旨)

教育長私から, 大前提となろことですが, 本年度様々な教育活動で, コロナ禍の中で

ということで多くの影響を受けました。未履修ではないですけれども, 学習内容が終わら

ない中で, また来年度に持ち越すというようなことがあるのかどう力、, そういう影響が来

年度の教育課程に何か影響を及ぼしている部分があるのかどうかということだけ教えてい

ただけますか。

野村指導主事学習内容につきましては, 今年度に関しまして時数ではなく , 内容を確

実に終えるというようなことを学校に指示しております。学校でも, 内容は取組が終わり

まして, 来年度に持ち越すことはないと聞いております。

教育長ということは, 来年度への影響はなく, 4月からスタートができるというとこ

ろですね。大変安心をしました。

内容を見ますと, 感染症に起因するというような, 新型コロナウィルス感染症防止に対

する内容なども含まれていたり, また, 小学校教科担任制というような文言も含まれてい

て, 新たな取組も書かれていたりということで, 来年度に向った特色を生かした教育課程

が展開できることを, 期待できるかなと思っております。ぜひ, 教育委員の皆様方にも直

接教育内容をご覧いただきながら, 御指導, 御鞭撞をいただけたら幸いでございます。ど

うぞよろしくお願いをいたします。

cそのイま二

なし

にぽ-を二

午後3時57分, 教育長は閉会を宣言した。
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